
検 算

委託 第

令和

号

仁井田字新中島２２１番地の２

設　　計　　額　　（円）

費　　　用　　　内　　　訳

予算項目

主務者
（監督員）設　計　書修繕引当金

委託番号 53

年度8

金

年　 　度 令和8年6月26日

円也

仁井田浄水場１群ろ過池Ｎｏ．６排水弁分解整備業務委託

財源区分

契約者

委託場所

設計金額

委 託 名

国　補 　・　 県　補 　・　 [市　単]

履行期間
から

主任監督員

作 成 年 月 日

課 長 補 佐 係 長課 長

業　　務　　概　　　要

主務者（監督員）（職名）氏名

　　１群ろ過池No.6排水弁（平底弁）　MFE-I-SB-0R　１台業　務　価 　格

消費税等相当額

業 務 委 託 費

2　委託内容

　　分解整備

副務者　　　　　（職名）氏名

令和9年3月19日 まで

１　対象機器
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仁井田浄水場１群ろ過池No.６排水弁分解整備業務委託

仁井田浄水場

施工箇所
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 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額

業務委託費

機械設備工

機器費 ろ過池排水弁分解整備費 台 1

【機器費計】

直接業務費 輸送費 式 1

小計

労務費

(一般労務費) 式 1

(機械設備据付労務費) 式 1

【労務費計】

直接経費

(機械経費) 式 1

小計

仮設費(率) 式 1

仮設費(積み上げ) 式 1

明細書第３号

明細書第５号

明細書第２号

摘 要

明細書第１号

明細書第４号

3/16



 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額

小計

【直接業務費計】

間接業務費 共通仮設費(率) 式 1

小計

現場管理費 式 1

小計

据付間接費 式 1

小計

【間接業務費計】

計(業務原価)

一般管理費等 式 1

【一般管理費等計】

業務価格

消費税等相当額

業務委託費計

摘 要
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（１／１）

種 別 名 称 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

平底弁部品
（キャップ、めねじこま、弁棒、テーパーピン） 式 1

MDPIダイヤルASSY 式 1

分解整備費 式 1

明細書第１号

ろ過池排水弁分解整備費

計
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（１／１）

種 別 名 称 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

輸送費 工場～施工場所 式 1

輸送費

明細書第２号

計
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一般労務費 （１／１）

種 別 名 称 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

普通作業員 式 1

計

明細書第３号
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機械設備据付労務費 （１／１）

種 別 名 称 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

機械設備据付工 式 1

計

明細書第４号
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（１／１）

種 別 名 称 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

ろ過池内養生

式 1

計

仮設費(積み上げ)

明細書第５号
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仁井田浄水場 

１群ろ過池No.6排水弁分解整備 

業務委託 

 

 

 

特 記 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 

秋田市上下水道局浄水課 
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第１章  総   則  

 

１ 適用範囲 

この仕様書は、仁井田浄水場１群ろ過池No.6排水弁分解整備業務委託

に適用する。 

この仕様書、設計図、設計書に記載のない事項については、公益社団

法人日本水道協会発行「水道工事標準仕様書[設備工事編] 」、一般財

団法人下水道事業支援センター発行「機械設備工事一般仕様書」、「電

気設備工事一般仕様書・同標準図」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監

修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」、「公共建築工事標

準仕様書(電気設備工事編）」、「秋田市上下水道局配水管工事標準仕

様書、同要領集」の最新版に準ずるものとし、そのほかは監督員との打

合せにより決定する。 

 

２ 法令、関係規定の遵守 

 受注者は、業務の施工に当たり、関係する諸法令、基準および規定等

を遵守し、業務の円滑なる進捗を図るとともに、諸法令等の適用・運用

は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。 

 

３ 基本事項 

本業務は、契約書、特記仕様書および図面（以下「設計図書」とい

う。）に基づいて行い、設計図書に明示されていない事項については、

監督員と協議・確認のうえ実施する。 

 

４ 提出書類 

契約事項に関する書類のほか、次の書類を提出すること。ただし、監

督員が特に必要があると認めた図書は、別に提出させることができる。 

(1) 配水管工事標準仕様書（秋田市上下水道局）に準用するもの 

ア 業務計画書（概要、現場組織、業務工程、業務方法、安全衛生、

従事者一覧表ほか） 

イ 手順書 ２部 

ウ 週間工程表 

エ 作業日誌 

オ 業務完了届 

カ 業務状況記録写真 １部 

(2) その他 

ア 必要に応じて、委託打合簿 
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イ 作業状況を記録したＤＶＤ又はＣＤ－Ｒ １枚 

ウ 業務報告・解析書 １部 

エ その他必要とする書類 

 

５ 疑  義 

  設計図書に定める事項について疑義等がある場合は、監督員に報告

し、協議のうえ決定する。 

 

６ 諸官庁等への手続 

受注者は、関係諸官庁および他企業に対する一切の手続きを行うとと

もに、その経過については、速やかに監督員に報告すること。また、協

議事項および指示事項は、書面にまとめ、発注者に提出すること。な

お、手続き等に必要な経費は受注者の負担とする。 

 

７ 機械器具および業務用材料の管理 

業務に使用する各種材料および機械器具は、工程表に従い業務の進捗

に支障のないよう手配するとともに、品質ならびに保管管理等は受注者

が行うものとする。 

 

８ 機器の機能保持 

(1) 受注者は、業務完了の際、試験運転開始までの機器の機能保持に必

要な措置を講じなければならない。 

(2) 受注者は、発電機を準備し、使用する各機器に給電すること。 

 

９ 事前調査 

受注者は、業務着手に先立ち、現地の状況、関連業務等について綿密

な調査を行い実状把握のうえ、業務を施工すること。 

 

10 障害物件 

業務期間中、障害物件の取扱いについては、監督員の指示に従うこ

と。 

 

11 衛生管理 

(1) 受注者は、水道施設構内又はその付近での作業に当たって、関係

法令を遵守し、衛生管理に十分注意すること。 

(2) 受注者は、作業従事者について水道法第21条（昭和32年法律第177

号）および同法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第16条に基づく
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健康診断（腸内細菌検査・腸管出血性大腸菌検査）の検査結果報告書

を作業開始日までに提出しなければならない。（写し可）なお、業務

期間が同報告書の発行日から起算して１２か月を超える場合は新たに

検査を実施し、結果報告書を提出すること。 

 

12 安全管理 

(1) 受注者は、業務の施工に当たり、関係法令を遵守し労働災害、公衆

災害等の防止に必要な措置を講じ、安全管理に努めなければならな

い。 

(2) 受注者は、酸素欠乏危険箇所、高所、地下、道路上その他特に危険

が予想される箇所では事故防止に努めなければならない。 

(3) 受注者は、火気を使用する場合十分な防火措置を講じなければなら

ない。 

 

13 工程等の打合せ 

稼働中の施設内での業務作業であるため、受注者は、工程等について

事前に監督員と十分な協議および確認、連絡のうえ浄水場等の運転業務

に支障を与えないように業務を遂行すること。 

 

14 事故および機器の不具合 

受注者は、業務施工中に、人身事故および第三者に損害を与えた事

故、設備機器（又は施設）や周辺地域に影響を及ぼす事故が発生した場

合は、直ちに監督員ならびに関係各所に連絡しなければならない。ま

た、受注者の責任に帰する事故および機器等の不具合について、受注者

の責任と負担により速やかに処置するとともに、監督員へも速やかに報

告するものとする。ただし、責任の所在が明確でない場合は、その都

度、監督員と受注者と協議のうえ決定する。 

 

15 熱中症による健康障害の防止 

  熱中症を生ずるおそれがある作業を行う場合は以下のとおりとするこ

と。 

(1) 業務従事者が熱中症の自覚症状を有する場合又は他の者に熱中症が

生じた疑いがあることを発見した場合における報告体制を整備し、業

務従事者に対し、当該体制を周知すること。 

(2) 業務従事者に熱中症のおそれがある場合、その症状の悪化を防止す

るため、業務からの離脱、身体冷却等必要な措置の内容・実施手順を

定め、業務従事者に対し、当該措置の内容およびその手順を周知する

こと。 
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第２章  業   務 

 

１ 目的 

本業務は、仁井田浄水場ろ過池の性能維持を図るため、ろ過池排水弁

の現地分解整備を行うものである。 

 

２ 対象機器 

  仁井田浄水場１群ろ過池 No.6 排水弁 

  平底弁 

    型   式：MFE-I-SB-０R  

    製 造 者：前澤工業(株) 

  台   数：１台 

   

３ ろ過池排水弁交換部品（１台当たり） 

(1) キャップ         １個 

(2) めねじこま        １個 

(3) 弁棒           １個 

(4) テーパーピン       １個 

(5) MDPIダイヤルASSY     １式 

 

４ 施  工 

(1) 設計図書に示された設備が、その機能を完全に発揮できるように施

工すること。（設計図書に明記のない場合でも、当然必要なことは誠

実に施工すること。） 

(2) 設計図書、監督員の承諾を得た承諾図および施工図等に従って施工

すること。 

(3) 資格等(資格、検定、認定等)を必要とする業務について、当該資格

等を有する者に行わせること。 

(4) 監督員が指示したものについては、監督員の検査を受けること。 

(5) 大型機材の搬入は計画を立案し監督員の承諾を得ること。 

(6) 機器の現地分解整備に当たっては周囲の環境に対して十分考慮する

とともに、機器の性能を害さないよう水平垂直等に対して十分注意し

て施工すること。 

(7) 受注者は、業務による不良部品等の交換（指定交換部品を除く）又

は特別の機材を必要とする補修等が発生した場合、その内容を監督員

に速やかに報告すること。 

(8) 受注者は業務現場が隣接する場合又は同一場所において施工する別

途業務のある場合は、常に相互協調して支障をきたさないように処置
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しなければならない。 

(9) 受注者は、本業務対象外の設備等に影響を与えないよう適切な養生

を行うこと。 

 

第３章  試 験 調 整 

 

１ 現地試験 

試験要領書を提出し監督員の承諾後、下記の現地試験を行い、項目ご

とに写真を撮影し、成績表を提出すること。 

(1) 動作検査 

(2) その他、監督員が必要と認めた試験 

 

２ 雑  則 

各試験および検査の結果、不良箇所があれば指定の期日内に手直しを

行い、手直し完了後監督員立ち会いのもとに再試験を行わなければなら

ない。 

 

第４章  そ の 他  

 

１ 発生品の処理 

業務施工に伴い発生した廃棄物の収集、運搬、処分については、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）等に基づき適切

に対処すること。また発生した有価物については、監督員の指定した場

所に運搬すること。 

 

２ 完成図書 

本業務について受注者は、完成図書を２部提出すること。また、電子

データを「工事完成図書の電子納品等要領」に従って作成し、電子納品

すること。なお、作成費用は受注者の負担とする。 
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図面番号

作　　成

図面名称

縮　　尺

秋 田 市 上 下 水 道 局

図示

業 務 名

機器詳細図（参考図）

参 考 図

機器詳細図（参考図） S=NON
令和８年度

仁井田浄水場１群ろ過池No.6排水弁分解整備業務委託

分解整備対象部分

Ｍ－１

１

１
　　部　　　品　　　名 個　数

１
１
１

キャップ
めねじこま
弁棒
テーパーピン
MDPIダイヤルASSY

部　番
１
２
３
４
５

５

１

４

３

２
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